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当社定時株主総会における株主提案に対する当社の考え方について

当社は、別紙のとおり、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・ア

ソシエーション（実質株主：ブリティッシュ・エンパイア・セキュリティーズ・アンド・

ジェネラル・トラスト・ピーエルシー。以下「提案株主」といいます。）より、平成 30 年 5

月 1 日に、同年 6 月 28 日開催予定の当社第 91 期定時株主総会における株主提案権の行使

に関する書面（以下「本株主提案」といいます。）を受領いたしましたが、当社取締役会は、

本株主提案に対して下記のとおり反対いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 本株主提案の概要

当社が提案を予定している剰余金の配当に加え、当社の株主に対して、当社の保有する

東京エレクトロン株式会社（以下「東京エレクトロン」といいます。）の普通株式（以下、

場合により「東京エレクトロン株式」といいます。）3,064,414 株を配当財産として、当社の

普通株式 57 株当たり東京エレクトロン株式 1 株の割合で、現物配当すること。

2. 本株主提案に対する当社の考え方について

提案株主は、概要、当社資産に占める東京エレクトロン株式の割合の大きさ、価格変動

のリスク等を理由に本株主提案を行っております。

この点、東京エレクトロンは、昭和 38 年に当社の関係会社として設立された会社（当時



の商号は株式会社東京エレクトロン研究所）であって、かかる経緯に基づき、当社は、現

在に至るまで、東京エレクトロン株式を継続して保有しております。このため、当社が保

有する東京エレクトロン株式の簿価は極めて低額であり、価格変動によるリスクは事実上

ありません。

また、東京エレクトロンの飛躍的な成長により資産価値が大きく高まった同社株式は、

当社が国民の情報インフラとして放送を不断に継続するとの社会的要請に応えるための安

定的な財務基盤を支えております。

もっとも、当社は、必ずしも東京エレクトロン株式を将来にわたって現状のまま保有し

続けるとの方針を有しているわけではなく、従来から、当社の企業価値向上のための各種

投資の原資として当該株式を有効に活用してきており、直近の 20 年間において、当社の保

有株式数はおよそ半数にまで減少しております。例えば、平成 20 年 1 月に竣工しました「赤

坂 Biz タワー」等の「赤坂五丁目 TBS 開発計画」を実施した際には、当社は、その保有す

る東京エレクトロン株式の一部を売却することにより、必要な投資原資の一部を賄ってお

ります。この投資の成果として、不動産事業が当社に安定した収益をもたらし、放送事業

を核とする当社の支えとなっていることは株主の皆様ご高承のとおりです。

今後も、当社の企業価値向上のための投資を拡大するに際して、東京エレクトロン株式

を適宜活用していくことが十分に想定されると考えております。すなわち、当社の主力事

業である放送関連領域は、近年における技術革新が著しく、当社の企業価値を持続的に向

上させるためには、4K 放送や動画配信など放送の高度化・補完サービスの推進に向けて、

継続的に多額の設備投資を行う必要がございます。また、本年 2 月 15 日に公表いたしまし

た「グループ中期経営計画 2020」に記載のとおり、当社は、グループ事業領域の拡張と進

化を目的として、CVC（コーポレート・ベンチャーキャピタル）ファンドの拡大、新規事

業や M&A の推進のために、2020 年度までに 500 億円規模の戦略的投資を掲げているとこ

ろです。上記のように、放送をめぐる環境変化に対応しつつ、中長期における成長戦略を

実行して参るべく、当社が保有する東京エレクトロン株式については、経営戦略上の必要

に応じて、有意義又は有望な投資の原資を賄うために、随時活用して参る方針です。

また、当社は、東京エレクトロンから継続して相当額の配当を受領しており、第 91 期（平

成 30 年 3 月期）に同社から当社が受領した配当金は、38 億 7100 万円に上ります。同社か

らの配当は、同社と当社グループとの取引とあわせて、当社業績に毎年度大きく寄与して

おります。

なお、本株主提案に従って東京エレクトロン株式を現物配当した場合、当該配当は税制

適格株式分配に該当しないため、当社は、現物配当に充てられる当該株式の時価と簿価と

の差額につき多額のキャピタル・ゲイン課税を受けることになりますが、現時点でこのよ

うな課税を受けることが、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益を損なうことは明ら

かです。加えて、本株主提案に従って東京エレクトロン株式を現物配当する場合には、当

該配当は配当所得に該当するため、当社において、当該配当に係る所得税等を源泉徴収す



る必要がありますが、金銭配当ではないため、当社が現物配当に係る源泉徴収税額を一旦

立替払いし、株主の皆様にて当社が立替えた源泉徴収税額相当額を当社に現金でお支払い

いただく必要が生じるなど、株主の皆様にもご負担をお掛けすることになります。また、

本株主提案に従って現物配当を円滑に実施するためには、証券保管振替機構、証券会社、

証券代行機関などの多くの関係者との調整や関係者における現物配当のためのシステム整

備が必要になると考えられ、これらのコストを当社が負担することになることも想定され

ます。

このように、当社といたしましては、東京エレクトロン株式については、当社を取り巻

く内外の環境に応じて、当社の企業価値向上のための各種投資の原資として、最適なタイ

ミングで随時活用していくことが、当社の企業価値の最大化にとって最善の方策であると

判断しております。そのため、現時点において、専ら一時的な増配のためだけに、敢えて

多額の税負担と多大な事務手続上の負担を被ってまで当該株式を配当財産として処分する

ことは、当社の企業価値の向上及び株主の皆様共同の利益の最大化の観点から適切ではな

いものと考えております。

以上から、当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。

当社取締役会といたしましては、中長期的な観点から、当社の企業価値及び株主の皆様

共同の利益を最大化すべく、「グループ中期経営計画 2020」の達成に向けて全力を尽くすと

ともに、引き続き、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。株主の皆様に

は、当社取締役会の上記の考え方にご理解・ご賛同をいただけるよう、引き続き十分にご

説明して参る所存です。

以 上










